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≪職員措置請求の内容≫ 

 

相模原市職員措置請求書 

 

相模原市長加山俊夫ほか関係機関に対する措置請求の要旨 

 

第１ 請求の要旨 

１ 相模原市は、相模原市議会政務調査費の交付に関する条例にもとづき、相模原市議

会における会派又は会派に属さない議員に対して、政務調査費を交付している。 

  交付の方法は、毎年度、原則として４月から９月までの月数分を４月に、１０月か

ら翌年３月までの月数分を１０月に交付するものとされている（条例第５条）。 

  政務調査費の使途は、別に定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関す

る調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない（条例第６条）。 

  政務調査費の交付を受けた会派の代表者は、当該政務調査費に係る収支報告書に領

収書等の証拠書類その他議長が定める書類を添えて議長に提出しなければならない

（条例第８条）。 

  政務調査費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務調査費の総

額から、当該会派がその年度において市政の調査研究に資するために必要な経費とし

て支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務調査費

を返還しなければならない（条例第１０条）。 

２ 「資料作成費」 

  条例第６条が規定する「使途基準」は、相模原市議会政務調査費の交付に関する条

例施行規程第８条の「別表」に定められている。 

  この「別表」に、「資料作成費」の項目がある。この項目の内容は「調査研究活動

のために必要な資料の作成に要する経費」とされ、「主な支出項目」として「資料作

成代、調査委託費、謝礼、筆耕料、翻訳料、事務用品購入代、備品購入代、リース代

等」と例示されている。 

 「平成２１年４月版相模原市議会 政務調査費マニュアル〈改訂版〉」のⅡ「使途基

準の運用指針」によると、２実費弁償の原則（５頁）において「政務調査費は社会通

念上妥当な範囲のものであることを前提としたうえで、調査研究に要した費用の実費
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に充当（実費弁償）することを原則とする。」と明記している。 

  さらに同マニュアルは、１３頁「（３）資料作成費」の項目の欄に「調査の委託」

として充当できるものとして、下記の記述がなされている。 

    ・調査研究活動のために必要な資料等の作成に関する調査委託料 

    ・市政に関する政策立案等のために行うコンサルタント委託料 

     注）調査委託に関しては、以下の点に留意すること。 

       ・委託先の選定理由を明確にしておくこと 

       ・委託内容の分かる契約を締結すること 

     → 調査委託を行う場合には、あらかじめ調査委託届（要領第２号様式）を

提出すること。 

     → 調査委託を行った場合には、支出書にその成果品を添付すること。なお、

ページ数等の関係で添付が難しい場合には、成果品は会派（議員）にて

保管することとし、その際には、支出書の摘要欄に「成果品は会派（議

員）にて保管」と記載すること。 

３ 会派「あすの相模原を築く市民連合」（以下市民連合という）の支出した「資料作

成費」 

（１）市民連合は、平成１９年度政務調査費のなかから「資料作成費」として金１８０

万３２００円を支出している。「資料作成費」の科目では、他の会派では、新政ク

ラブが９６万円、無所属クラブが１８０円を支出しているほかは、０円であった。 

平成２０年度政務調査費においては、市民連合は、「資料作成費」として金

１７７万１８４８円を支出している。この年度の「資料作成費」の科目では、民主

クラブが金３万６０００円を支出しているが、その他の会派は０円である。 

（２）市民連合の支出した「資料作成費」の内訳を検討すると、その中に次のような支

出項目があった。 

   Ａ１ ２００８年３月１９日支出 「資料作成費」 金３万円 

    内容 神奈川の広域行政課題である流域下水道と上水道についての共同調査 

の報告書作成 

        委託先  かながわの水調査チーム 

     これに対応する領収書として、 

        かながわの水調査チーム 

         座長 福田泰子 
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            横浜市戸塚区下倉田町１５５０－５５ 

        名義のものが添付されている。 

Ａ２ ２００９年３月１３日支出 「資料作成費」 金５万円 

 内容 神奈川の広域行政課題である流域下水道と上水道についての共同調査 

の報告書作成 

        委託先  かながわの水調査チーム 

     これに対応する領収書として、 

かながわの水調査チーム 

         座長 ●（黒塗り） 

            横浜市戸塚区下倉田町１５５０－５５ 

        名義のものが添付されている。 

Ｂ１ ２００８年３月１９日支出 「資料作成費」 金１０万円 

  調査研究委託内容 

    １ 化学物質過敏症をはじめとする環境疾患者の生活環境及び転地に

関する調査研究 

    ２ 化学物質過敏症をはじめとする環境疾患者の実態に関する研究 

    ３ 建築技術及び自治体の動向に関する研究 

  委託先 特定非営利活動法人 化学物質過敏症支援センター 

      理事長 横田克巳 

      横浜市中区南仲通４－３９石橋ビル５Ｆ 

Ｂ２ ２００９年２月２６日支出 「調査研究費」 金１０万円 

  調査研究委託内容 

    １ 化学物質過敏症をはじめとする環境疾患者の生活環境及び転地に

関する調査研究 

    ２ 化学物質過敏症をはじめとする環境疾患者の実態に関する研究 

    ３ 建築技術及び自治体の動向に関する研究 

  委託先 特定非営利活動法人 化学物質過敏症支援センター 

      理事長 横田克巳 

      横浜市中区南仲通４－３９石橋ビル５Ｆ 

Ｃ ２００８年１月３１日支出 「資料作成費」 金９万８２００円 

  内容  「コミュニティー・ファンドを活用した環境コミュニティ・ビジネ
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スの現状と課題に関する調査」を、女性・市民連合信用組合設立準

備会に委託する。 

  これに対する領収書として、 

      金９万８２００円 ２００８年１月３１日 

    受領者 女性・市民信用組合（ＷＣＣ）設立準備会 

        代表 向田映子 

        横浜市中区南仲通４－４０小島ビル 

（３）上記いずれの支出に関しても、成果品が「支出書」に添付されていなかった。 

   ２００７（平成１９）年度の支出書の摘要欄には「成果品」に関する記載はな 

かった。 

   ２００８（平成２０）年度支出書の「内容」欄には、手書きで「成果品は会派に

て保管」と加字されていた。 

（４）Ａの問題 

   Ａ１とＡ２は、まったく同じ内容と委託先の調査研究委託である。 

   また、伊勢原市議会の会派「神奈川ネットワーク運動・伊勢原」も、政務調査費

のなかから、同じ「かながわの水調査チーム」に、「調査委託料として、年間３万

円」を支払っている。 

   毎年、定額が支払われているのは「実費弁償の原則」に反することである。 

このチームの座長となっている福田泰子は、神奈川ネットワーク運動所属の前県

議会議員である。 

「調査委託」の形式をとりながら、実質的には、「かながわの水調査チーム」の運

営を支えるための費用への寄付として拠出されている疑いが濃厚である。そうだと

すると、政務調査の目的外使用である。 

（５）Ｂの問題 

   Ｂ１とＢ２は、まったく同じ内容と委託先、金額の調査委託研究である。 

調査委託契約書をみても、この調査委託研究が相模原市政調査とどのような関係

をもつのか不明である。 

毎年、同額の金１０万円が支払われているのは、「実費弁償の原則」に反するこ

とである。 

   「調査委託」の形式をとりながら、実質的には、同法人の運営を支えるための費

用への寄付として拠出されている疑いが濃厚である。そうだとすると、政務調査の
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目的外使用である。 

（６）Ｃの問題 

   調査委託先の「女性・市民信用組合（ＷＣＣ）設立準備会」がどのような団体で

あるのか不明であるが、その住所地の小島ビルは「神奈川ネットワーク運動」の事

務所である。 

   そうすると、この団体は、神奈川ネットワーク運動の一部門ということが想定さ

れる。 

   神奈川ネットワーク運動は、ローカルパーティ（地域政党）として組織化され、

神奈川県内の県議会、市議会等の選挙の際に候補者を推薦し、現に所属地方議員を

有し、政治資金規正法の適用を受ける政治団体である。 

「女性・市民信用組合（ＷＣＣ）設立準備会」はこの地域政党の事務所内にある

以上、地域政党の一部門といわざるをえない。地域政党の活動の一部に政務調査費

を支出することは明らかに目的外使用となる。 

４ 市民連合は５名の市会議員から構成されているが、うち岩本香苗議員は神奈川ネッ

トワーク運動公認の議員である。そのことも考え合わせると、市民連合は、政務調査

費を「調査研究費」の名のもとに、その実質は神奈川ネットワーク運動への寄付とし

て支出したのではないかと思料される。 

５ 結論 

  上記Ａ１、Ａ２、Ｂ１、Ｂ２、Ｃの「調査委託費」名目の支出（合計金３７万  

８２００円）は、条例及び規程に照らして違法又は不当である。 

６ 財務会計行為者 

  ２００７（平成１９）年度及び２００８（平成２０）年度の政務調査費を受け取っ

た市民連合の代表者は金子豊貴男であった。 

 

第２ 請求者 

   住所 神奈川県相模原市（以下 略）  

   職業 （略） 

   氏名 （略）       ㊞ 

   住所 神奈川県相模原市（以下 略）  

   職業 （略） 
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   氏名 （略）       ㊞ 

   住所 神奈川県相模原市（以下 略）  

 職業 （略） 

 氏名 （略）       ㊞ 

 

地方自治法第２４２条第１項の規定により別紙事実証明書を添え、 

 相模原市長加山俊夫に対して、明日の相模原を築く市民連合の平成１９年度及び平成

２０年度の団長金子豊貴男に対し、不当利得返還請求等の措置を求める。 

 

平成２１年１２月１７日  

 

相模原市監査委員 あて 

 

（請求の要旨は、原文のまま記載した。） 

 

事実を証する書面目録 

１ あすの相模原を築く市民連合の以下に掲げる支出書及び関連書類 

（１）２００８年１月３１日支出の支出書並びに同支出に係る調査研究委託契約書及び 

領収書（委託先：女性・市民信用組合設立準備会） 

（２）２００８年３月１９日支出の支出書並びに同支出に係る調査研究委託契約書及び

領収書（委託先：特定非営利活動法人化学物質過敏症支援センター） 

（３）２００８年３月１９日支出の支出書並びに同支出に係る調査研究委託契約書及び

領収書（委託先：かながわの水調査チーム） 

（４）２００９年３月１３日支出の支出書並びに同支出に係る調査研究委託契約書及び

領収書（委託先：特定非営利活動法人化学物質過敏症支援センター、かながわの水

調査チーム） 

２ 神奈川ネットワーク運動ホームページを印刷した資料 

３ 神奈川ネットワーク運動・伊勢原 平成２０年度政務調査費収支報告書 

４ 神奈川ネットワーク運動が所在するビルの写真 
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追加提出の証拠目録 

１ 公文書公開決定通知書（平成２１年１２月２４日付け相模原市指令（庶務）第１５ 

号） 

２ 公文書非公開決定通知書（平成２１年１２月２４日付け）（相模原市指令（庶務） 

第１６号） 

３ 神奈川ネットワーク運動の以下に掲げる政務調査費収支報告書及び添付書類 

（１）２００３年度政務調査費収支報告書及び添付書類 

（２）２００４年度政務調査費収支報告書及び添付書類 

（３）２００５年度政務調査費収支報告書及び添付書類 

４ 意見書 

５ 神奈川ネットワーク運動等のホームページを印刷した資料 ５件 

６ 神奈川県議会２００６こんにちは県議会 

７ 写真２点 
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《監査の結果》 

 

 

１ 請求の受理 

本件職員措置請求は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２４２条第１項に規定する所定の要件を具備しているものと認め、平成２１年１２

月１７日付けで受理した。 

  

２ 監査委員の除斥  

法第１９９条の２の規定に基づき、久保田隼夫監査委員及び小池義和監査委員は除

斥とした。 

 

３ 監査の実施 

監査の実施に当たって、職員措置請求書に記載された事項、請求人の陳述内容及び

事実を証する書面を勘案し、次のとおり実施した。 

（１）監査対象事項 

ア あすの相模原を築く市民連合（以下「市民連合」という。）が平成１９年度及

び平成２０年度に市から交付された政務調査費のうち、資料作成費の支出におい

て、相模原市議会政務調査費の交付に関する条例（平成１３年相模原市条例第１

号。以下「条例」という。）及び相模原市議会政務調査費の交付に関する条例施

行規程（平成１３年相模原市議会告示第１号。以下「条例施行規程」という。）

に規定する政務調査費の使途基準を逸脱する違法又は不当があり、市長は、返還

請求等の措置を講ずるべきか否かを監査対象事項とした。 

イ 平成１９年度及び平成２０年度の政務調査費については、条例に基づき市から

市民連合へ交付された日からいずれも１年を経過した後に本件請求がされてい

る。 

法第２４２条第２項は、「請求は、当該行為のあった日又は終わった日から１

年を経過したときは、これをすることができない」と規定しているが、昭和５３

年６月２３日最高裁判所第三小法廷判決は、「怠る事実に係る監査請求について

は１年の期間制限の適用がない」旨判示している。 

一方、昭和６２年２月２０日最高裁判所第二小法廷判決は、「特定の財務会計
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上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使

をもって財産の管理を怠る事実とするものについては、財務会計上の行為のあっ

た日又は終わった日から１年の期間制限に服する」旨判示している。 

本件請求においては、市から市民連合への政務調査費の交付という財務会計上

の行為が違法又は不当であることから発生する請求権ではなく、政務調査費が市

から交付された後の市民連合の政務調査費の目的外支出が問題とされ、市長が市

民連合に対して不当利得返還請求権等を行使しないことが、違法又は不当に財産

の管理を怠っている事実に該当するかが問題となっていると解される。 

平成１９年２月９日札幌高等裁判所判決において、「政務調査費の不当利得返

還請求権を行使しない怠る事実に係る監査請求については、法第２４２条第２項

の適用はない」旨判示しており、本件についても同項の１年の期間制限が及ばな

いと解されるため、平成１９年度及び平成２０年度の両年度の政務調査費を監査

対象とした。 

（２）実施の方法 

請求内容から、議会事務局長及び議会事務局庶務課長を関係職員とし、陳述の聴

取を実施した。 

また、議会事務局庶務課を関係課とし、関係書類の提出を求め、事情聴取を行う

など事実確認の調査を実施した。 

そのほか、法第１９９条第８項の規定に基づき、関係人として市民連合代表ほか

市民連合に所属する議員１人から事情聴取を実施した。 

ア 請求人の証拠の提出及び陳述  

法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２２年１月１３日に、請求人３人の

うち２人が出席し、陳述の聴取を行った。その際、同条第７項の規定に基づき、

関係職員２人が立ち会った。 

また、陳述の際、請求人から証拠書類の追加提出があった。 

イ 関係職員の陳述 

平成２２年１月１３日に、議会事務局長及び議会事務局庶務課長からの陳述の

聴取を行った。その際、法第２４２条第７項の規定に基づき、請求人３人のうち

２人が立ち会った。 

ウ 関係人の調査 

平成２２年１月１８日に、市民連合代表及び調査委託の契約者である市民連合
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に所属する議員１人から法第１９９条第８項の規定に基づき、事情聴取を行った。 

その際、委託先団体の構成員に関する資料や経費の内訳についての資料の提出

を求め、同月２７日に関係書類の提出が、２月１日に補充回答書の提出があった。 

 

４ 監査の結果 

 監査の結果は、次のとおりである。 

（１）請求人の主張 

職員措置請求の要旨に加え、請求人から次のような陳述があった。 

  ア 追加提出した証拠は、過年度の神奈川ネットワーク運動（以下「神奈川ネット」

という。）分の政務調査費収支報告書、収支決算書、事業報告書であるが、過去

の収支報告書も監査の参考にすることにより、継続的に不正が行われていたので

はないか推定する材料として提出した。 

    平成１８年度以前の収支報告書には、証拠書類が提出書類の要件となっておら

ず、証拠となる契約書、成果物、領収書、支出書は議会事務局に不存在のため公

開されていないが、各会派には当然存在するはずなので、継続性のある事象のた

め、監査対象期間の調査とともに監査されることを望む。 

  イ 神奈川ネットという政治団体は、県議会、川崎、鎌倉、伊勢原、厚木、二宮で、

合計１３名の議員がおり、少なくとも各議員団から同様の資金流用があるのでは

ないか、委託先のＮＰＯ法人や任意団体がその隠れみのではないかという懸念を

抱いている。調査に要した経費の総額が不明で、市民連合が負担している金額が

相応のものなのか明らかにしてもらいたい。 

  ウ 神奈川ネットが政策を立てるための政党活動に対する助成は、新しい政務調査

費マニュアルに記載がある政務調査費の充当が不適当な経費であり、マニュアル

では、「政党活動、私的な活動など、調査研究活動の目的に適わない活動に要す

る経費について政務調査費から充当することはできない」とされている。 

エ 領収書や契約書の書式が不自然で、政務調査費から支出するために急ごしらえ

したことが疑われる。契約金額が常に丸い数字で一致することも不自然である。

かながわの水調査チームとかながわ市民自治研究会は、住所が全く違うのに領収

書の筆跡が全く同じで、同一人物の筆跡であることが疑われる。 

オ 成果物が書籍風に編集され、他の自治体においても取り引きされ、さらに一般

でも購入できるなら、これは販売行為であり、資料作成費には当たらない。 
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カ 調査委託請負契約書は非課税には該当しないはずだが、収入印紙の貼付がない。

本当に二者契約で相手方にも契約書が存在するのか、できるなら調査してほしい。 

キ 追加証拠の情報公開請求は、平成１６年度分から平成１８年度分を請求したが、

書類を見ると平成１５年度分から平成１７年度分になっており、どれが正しい収

支報告書なのかわかりにくい。また、収支報告書は、会派によっては年度の記入

欄が空欄であったり、年度が１年ずれているものがあり、これで公文書として成

立しているのか疑問であり、監査委員から書類の適正管理について要望してもら

いたい。 

ク 過去５年間にさかのぼり、市民連合ないし神奈川ネットの資料作成と称する調

査委託を調査してきたが、２年前に神奈川ネットから市民連合に会派の編成がさ

れた時から調査項目が絞られてきた。神奈川ネットが独立していた３年間の資料

作成費の割合が３年連続で約４８パーセントだったが、市民連合になってから 

 ３３パーセント、２９パーセントと調査委託という資料作成費の比率が下がって

きていることからも、神奈川ネットがこの政務調査費を使って調査委託をしてい

る性格がわかってくる。 

（２）関係職員の主張 

議会事務局長から、次のような意見の陳述があった。 

ア 政務調査費の交付制度は、地方分権の伸展により地方公共団体の自己決定権、

自己責任が拡大し、地方議会が担う役割が一層重要となってきたことに伴い、地

方議会の活性化を図るとともに議員の調査研究活動の基盤を強化するために設

けられたもので、本市においても法第１００条第１４項及び第１５項に基づき条

例を定め、議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として、毎年、市長

から市議会における会派又は会派に所属しない議員に対し交付している。 

イ 条例第８条により交付を受けた会派の代表者及び会派に所属しない議員は、当

該政務調査費に係る収支報告書を議長に提出しなければならないとしているが、

政務調査費の支出の透明性をより一層向上させるため、平成１９年３月議会にお

いて条例を改正し、平成１９年５月１日以降に交付する政務調査費については、

収支報告書に領収書等の証拠書類の添付を義務付けることとした。 

ウ 政務調査費は、条例第６条により「別に定める使途基準に従って使用するもの

とし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはなら

ない」とされ、その使途基準については、条例施行規程第８条の別表に資料作成
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費を含む１０項目が規定され、その各項目ごとに内容及び主な支出項目が定めら

れている。 

エ 措置請求にある資料作成費については、調査研究活動のために必要な資料の作

成に要する経費とされ、主な支出項目として資料作成代、調査委託料、謝礼、筆

耕料、翻訳料、事務用品購入代、備品購入・リース代等と規定されている。 

オ 市議会では、政務調査費の使途基準についてより的確な運用を図るため、市議

会の全会派で構成する検討組織を設置し、継続的に協議・検討を行い、平成１９

年３月に策定された政務調査費マニュアルの内容を充実させ、平成２１年４月に

政務調査費マニュアル＜改訂版＞を策定した。併せて、同年６月からは平成２０

年度交付分以降の収支報告書の閲覧、市議会ホームページへの執行状況の掲載を

開始するなど市議会全体で透明性の向上に取り組んでいる。 

  なお、改訂マニュアルの適用時期については、平成２１年４月交付分からだが、

会計処理方法及び様式については、原則として平成２０年４月交付分から適用し

ている。 

カ 請求人の調査研究委託が全く同じ内容と委託先であること、毎年定額であり実

費弁償の原則に反するとの主張については、収支報告書及びその添付書類による

と条例施行規程別表に定められている資料作成費における調査委託を行ったも

のであり、支出書の審査時に会派からの支払いについては領収書により確認し、

調査の実施については議員に対し確認したことから、それぞれの年度に調査研究

に要した費用について、その実費分として政務調査費が充当されたものと考えて

いる。 

キ かながわの水調査チームについて、神奈川ネット・伊勢原からも調査委託があ

り、委託先が神奈川ネット所属の前県会議員であることから寄付に当たるとの主

張については、調査委託は、調査研究活動のために必要な資料の作成等を委託す

るものであり、仮に複数の団体から同一相手先へ調査委託があったとしても、本

市にかかわる調査研究の必要な成果が得られるならば単に複数の団体であるこ

とのみをもって不適切とは言えないと考えている。 

ク 調査委託者が神奈川ネット所属の議員で、受託者の座長が神奈川ネット所属の

前県会議員であることから寄付にあたるとの主張については、平成２１年１２月

１７日最高裁判所判決は、「政務調査費は議会の執行機関に対する監視の機能を

果たすための政務調査活動に充てられることも多いと考えられるところ、執行機
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関と議会ないしこれを構成する議員又は会派との抑制と均衡の理念にかんがみ、

議会において独立性を有する団体として自主的に活動すべき会派の性質及び役

割を前提として、政務調査費の適正な使用について各会派の自律を促すとともに、

政務調査活動に対する執行機関や他の会派からの干渉を防止しようとするとこ

ろにある」としており、調査の委託先にあっても議員の良識に委ねられ、社会通

念上妥当な範囲で議員自らが判断する事項であると認識している。このことから、

本市議会においても、基本的には委託先について制限を定めていない。 

ケ 特定非営利活動法人化学物質過敏症支援センター（以下「化学物質過敏症支援

センター」という。）への委託について、相模原市政との関係が不明であるとの

主張については、議員の政務調査活動は、市政に関する事項について、広範囲に

また多様な調査方法により実施され、使途基準に適合するかの判断に当たっては、

議員活動の自主性を尊重する観点から調査内容には立ち入っていない。したがっ

て、調査が本市の市政に関する調査か否かについては、会派の責任においてその

関連性について説明されるべきものと考えている。 

コ 女性・市民信用組合設立準備会の住所地と神奈川ネットの住所地が同一である

ことから、同団体は地域政党の事務所内にある地域政党の一部門と言わざるを得

ず、政務調査費の支出が目的外であるとの主張については、住所地が同一である

ことのみをもって地域政党の一部門と断定するのは適切ではないと考えており、

支出の適正性については、収支報告書提出の際、領収書等により確認している。 

サ 議会事務局では、各会派の代表者及び会派に属さない議員から提出された収支

報告書及びその添付書類の審査に当たり、判例等を踏まえ、領収書の適正性や支

出と領収書の整合性、支出に当たっての使途基準及び政務調査費マニュアルへの

適合性等に基準を置き、書類確認や事実確認を行うとともに、支出内容に疑義が

生じた場合は議員に確認している。 

（３）関係人の調査 

市民連合代表及び調査委託の契約者である市民連合に所属する議員１人から、次

のような説明があった。 

ア 調査委託の活用について 

    政務調査費は、議員の政策立案や調査研究に活用されるべきで、議員個人では

できない情報の収集と結果を提供してもらう意味で、調査委託は非常に重要であ

る。委託の成果については、本会議を始めとした議会の場や様々な議会活動、行
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政との対応などの場面で、十分反映することができた。 

イ 会派における支出手続きについて 

（ア）政務調査費については、毎年４月に会派内で活用方法を議論し、１人月１０

万円という大枠の考え方はあるが、事務費などの固定費を除外し、会派全体で

の調査あるいは専門性を持った個人の申出に基づく調査委託に予算を充当し

ていくことを決定している。 

（イ）支出については、各議員が立て替えて支払ったものを各自整理した上で、経

理責任者に請求し、支払っている。 

（ウ）調査委託の成果は、成果品という形で報告書やペーパーにまとまったものだ

けとは考えていないため、調査委託した相手との協議やヒアリングで情報が得

られた段階で支払いをしている。 

（エ）調査委託には人件費その他の経費がかかるが、委託先の団体は任意団体で予

算がないことを認識しているので、中間報告があり、成果品のまとめに入って

いる段階で前払いすることもある。 

ウ 調査委託先について 

今回の委託先は、いずれも非常に優れた活動をしている任意団体又はＮＰＯ法 

人で、政党に絡む団体ではないと認識した上で委託している。 

エ ２年連続した調査委託について 

（ア）４年の任期の中で、議員の調査研究活動は単年度で終わるものはほとんどな

く、継続したテーマの調査研究活動は当然認められる。 

（イ）金額については、調査研究費の予算の枠内でしか払っておらず、妥当な支出

と考えている。 

オ かながわの水調査チームとの委託について 

（ア）調査チームは、神奈川の水というテーマに対し個人又は団体に所属した個人

が意思を持って集まった団体である。メンバーには、神奈川ネットの会員や議

員が多くいるが、神奈川ネットの政党活動とは別個の団体で、会計も別の団体

である。したがって、神奈川ネットに資金を還元していることはない。 

（イ）調査チームに対して他からいくらの委託があるかは、正確には把握していな

い。会派から調査を委託したところの成果に対する金額の妥当性があるとして

契約している。 

（ウ）この調査は、一つの自治体の中で完結するものではなく、県内の自治体で連
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動してそれぞれの自治体から情報を持ち寄ることもあり、私（岩本議員）も状

況について説明するような形で、調査チームに参加しているが、その際の謝礼

等はもらっていない。 

（エ）平成１９年度契約に対する成果品は、平成１９年度末の段階では報告書とし

てはまとまっていなかった。条例第８条の「領収書等の証拠書類その他議長が

定める書類」については、平成１９年度中の会議記録と調査実態をまとめた復

命書的なものをもって議会事務局に確認してもらった。 

（オ）平成２０年度契約に対する成果品は、平成２１年３月３１日までに提出はな

かったが、少し後の平成２１年度当初に提出があった。  

（カ）成果品は、販売していない。 

カ 化学物質過敏症支援センターとの委託について 

（ア）平成２０年度の支出書に添付された領収書が再発行となっているのは、領収

書のあて名や会派名が間違っているときに、修正を相手方に求めたためである。 

  特に今回は、会派の変更があり、領収書の誤りが多かった。  

（イ）平成２０年度の調査報告書に、契約書の委託項目にない「電磁波による身体・ 

健康調査に関する政策調査」という項目があるのは、電磁波が化学物質過敏症

の中の一つの新たな問題ということで報告されていると認識している。 

  共同調査については、制度的なものは市民がつくる政策調査会が、実際の当

事者からの相談としては支援センターが専門なので、共同調査として進められ

た。 

（４）事実関係の確認 

ア 関係法令等 

（ア）地方自治法 

政務調査費は、法第１００条第１４項及び第１５項の規定により、議会の議

員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、会派又は議員に交付され

るもので、同条第１４項後段では、「当該政務調査費の交付の対象、額及び交

付の方法は条例で定めなければならない。」と規定している。 

また、同条第１５項では、「政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条

例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長

に提出するものとする。」と規定している。 

法第２０８条では、会計年度及びその独立の原則を規定しており、同条第１
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項では、「普通地方公共団体の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月

３１日に終わるものとする。」と規定し、同条第２項では、「各会計年度におけ

る歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない。」と規定

している。 

また、歳出の会計年度所属区分については、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１４３条第１項第４号では、「工事請負費、物件購入費、運

賃の類及び補助費の類で、相手方の行為の完了があった後支出するものは、当

該行為の履行があった日の属する年度」と規定している。 

（イ）条例 

条例の概要は、次のとおりである。 

政務調査費の交付対象（第２条）は、議会における会派（所属議員が１人の

場合を含む。）又は会派に所属しない議員である。 

会派に対する政務調査費（第３条）は、各月１日における当該会派の所属議

員の数に月額１０万円を乗じて得た額であり、会派に所属しない議員に対する

政務調査費（第４条）の月額も同額である。 

月の途中の会派結成、解散や会派の所属議員数の異動、会派に所属しない議

員の異動等に係る政務調査費の交付や返還についても規定している。 

条例には、そのほか、交付の方法（第５条）、政務調査費の使途（第６条）、

会派における経理責任者（第７条）、政務調査費の収支報告書の提出義務（第

８条）、議長の調査権（第９条）、交付を受けた政務調査費の残余の返還義務（第

１０条）、収支報告書の保存期間（第１１条）等について規定している。 

そのうち、第６条では「政務調査費を別に定める使途基準に従って使用する

ものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てて

はならない。」と政務調査費の使途を限定し、第８条では「政務調査費の交付

を受けた会派の代表者及び会派に所属しない議員は、当該政務調査費に係る収

支報告書に領収書等の証拠書類その他議長が定める書類を添えて議長に提出

しなければならない。」及び「議長は、提出された収支報告書の写しを市長に

送付するものとする。」と収支報告書の提出義務と収支報告書の写しの市長へ

の送付について規定している。なお、収支報告書への領収書等の証拠書類の添

付は、条例改正により、平成１９年５月１日以後に交付する政務調査費から適

用している。 
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第９条では、「議長は、政務調査費の適正な運用を期するため、収支報告書

が提出されたときは、会派及び会派に所属しない議員に対して必要な調査をす

ることができる。」と議長の調査権行使による適正な運用確保に係る制度面を

規定している。 

また、第１０条では、「その年度において交付を受けた政務調査費の総額か

ら、会派及び会派に所属しない議員がその年度において市政の調査研究に資す

るため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の

額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない。」と政務調査費は渡

し切りではなく精算義務があることを明記したほか、第１１条では、「議長は、

収支報告書を提出期限の日（注：翌年度の４月３０日）から起算して５年を経

過する日まで保存しなければならない。」と規定している。 

そのほか、「条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項

は、議長が別に定める。」との委任規定（第１２条）がある。 

（ウ）補助金等規則 

条例施行規程には、相模原市補助金等に係る予算の執行に関する規則（昭和

４５年相模原市規則第２３号。以下「補助金等規則」という。）の適用がある

が、補助金等規則の概要は、次のとおりである。 

定義（第２条）では、「補助金等」の用語の意義は、「市が市以外の者に対し

て交付する補助金、交付金、貸付金、寄附金その他相当の反対給付を受けない

給付金をいう。」とされ、交付の申請（第４条）、交付の決定（第５条）、交付

の条件等（第６条）、実績報告（第１１条）等について規定している。 

第１２条では、補助事業等について、不正の手段により補助金等の交付を受

けたとき、補助金等を他の用途に使用したとき、交付決定の内容やこれに付し

た条件に違反したとき等は、「補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消

すことができる。」と交付決定の取消しについて規定し、第１３条では、「補助

金等の交付の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分について既に

補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとす

る。」と補助金等の返還について規定している。 

また、第１６条では、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要が

あるときの立入検査等について規定している。 

（エ）条例施行規程 
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条例の委任を受けて制定された条例施行規程の概要は、次のとおりである。 

趣旨（第１条）では、「この規程は、補助金等規則に規定するもののほか、

条例の施行について必要な事項を定めるものとする。」と規定し、政務調査費

には補助金等規則の適用があることを前提としている。 

そのほか、会派の届出（第２条）、交付の申請（第３条）、交付の決定（第４

条）、申請内容の変更（第５条）、変更決定（第６条）、交付の請求（第７条）、

使途基準（第８条）、収支報告書（第９条）、会計帳簿の調製保管義務（第１０

条）について規定している。 

そのうち、使途基準は、第８条に基づく別表で１０項目（研究研修費、調査

旅費、資料作成費、資料購入費、広報費、広聴費、人件費、事務所費、事務費

及びその他の経費）について、内容及び主な支出項目を規定している。 

また、第１０条では、「会派の経理責任者及び会派に所属しない議員は、政

務調査費の支出について領収書等の証拠書類を整理し、会計帳簿を調製しなけ

ればならない。」及び「会計帳簿は、当該会派の代表者及び会派に所属しない

議員が収支報告書の提出期限の日（注：翌年度の４月３０日）から起算して５

年を経過する日まで保管しなければならない。」と規定し、事後的な検証が可

能な手立てを講じている。 

使途基準の「資料作成費」の項目の主な支出項目に「調査委託料」の項目が

あり、条例施行規程第８条に基づく別表で、次のように規定している。 

別表（第８条関係）     

項 目 内 容 主な支出項目 

資料作成費 調査研究活動のために必要な資

料の作成に要する経費 

資料作成代、調査委託料、謝礼、

筆耕料、翻訳料、事務用品購入

代、備品購入・リース代等 

（オ）条例取扱要領 

   条例及び条例施行規程の取扱いについて、必要な事項を定めるものとして制

定された相模原市議会政務調査費の交付に関する条例取扱要領（平成１３年４

月１日施行。以下「条例取扱要領」という。）の概要は、次のとおりである。 

会派に対する政務調査費（第３条）では、「会派に対する政務調査費は、こ

れを所属する議員個人に分配してはならない。」と規定し、議長への届出（第

４条）では、第１項で次のように届の事前提出義務を規定している。 
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第４条 会派及び会派に所属しない議員が、次の各号のいずれかに該当する場

合は、あらかじめ議長に対し当該各号に定める届を提出しなければならない。

ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届の提出ができないものについ

ては、事後において速やかに提出するものとする。 

（１）行政視察をする場合   行政視察届（第１号様式） 

（２）調査委託をする場合   調査委託届（第２号様式） 

（３）事務職員を雇用する場合 事務職員雇用届（第３号様式） 

（４）備品を購入する場合   備品購入届（第４号様式） 

（５）事務所を設置する場合  事務所設置届（第５号様式） 

また、会計帳簿等の整理（第６条）では、次のように規定している。 

第６条 会派及び会派に所属しない議員は、会計帳簿を調製するに当たり、収

入については収入書（第７号様式）を、支出については支出書（第８号様式）

を作成するものとする。 

２ 前項に規定する支出書には領収書を添付するものとする。ただし、領収書

を添付できない場合には、支払証明書（第９号様式）をもってこれに代える

ことができる。 

第８条では、「議長が調査する場合には、会派及び会派に所属しない議員は、 

これに誠実に協力しなければならない。」と議長による調査への協力義務を規

定している。 

（カ）政務調査費マニュアル  

   条例及び条例の委任を受けた条例施行規程第８条で定める政務調査費の使

途基準に基づき政務調査費の執行がより適正に行われるように、議員による検

討会議を開催し、議会内のすべての会派（会派に所属しない議員を含む。）で

共通認識が得られたものをまとめ、政務調査費の支出に当たっての順守すべき

具体的な基準を示したものとして政務調査費マニュアル（平成１９年３月策定。

以下「旧マニュアル」という。）を議長決裁の上策定している。 

さらに、政務調査費の支出内容に関する全国的な動きに対応し、取扱いをよ

り的確で透明性の高いものとするため旧マニュアルの内容を充実させた政務

調査費マニュアル＜改訂版＞（平成２１年４月策定。以下「新マニュアル」と

いう。）を策定している。 

ａ 旧マニュアル 
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    平成１９年度分の政務調査費については、旧マニュアルが適用され、主な

内容を抜粋すると以下の記載がある。 

Ⅰ 政務調査費の使途基準 

１ 基本指針 

会派として政務調査費の交付を受けた場合はその会派が行う調査研究

活動に要する経費として充当されるべきものである。 

なお、会派に所属する議員が個々に行う調査研究活動であっても、会派

の調査研究活動を分担して行うことが明確である場合には、これに要する

経費にも政務調査費を充当することができるものとする。 

Ⅱ 使途基準の運用指針 

１ 実費弁償の原則 

政務調査費は、社会通念上妥当な範囲のものであることを前提としたう

えで、調査研究に要した費用の実費に充当（実費弁償）することを原則と

する。 

３ 項目別充当指針 

以下に掲げる項目及び内容以外のものについては、各会派等の判断によ

り運用するものとする。 

（注：資料作成費の項目は、掲げられていない。） 

  Ⅲ 会計処理 

３ 会計帳簿調製上の留意点 

（２）支出書 

なお、支出書には、領収書等を添付し、支出の内訳がわかるように記

入する。主な留意点は下記のとおりである。 

     ② 資料・広報紙等を作成した場合は、成果品を添付する。 

ｂ 新マニュアル 

    平成２０年度分の政務調査費について、会計処理方法及び様式については、

このマニュアルの適用があり、旧マニュアルからの主な追加・変更点を抜粋

すると以下の記載がある。 

Ⅰ 政務調査費の使途基準 

３ 政務調査費の充当が不適当な経費 

公費による支出対象となる本会議及び委員会等への出席や委員会視察
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のほか、政党活動、私的な活動など、調査研究活動の目的に適わない活動

に要する経費について政務調査費から充当することはできない。 

Ⅱ 使途基準の運用指針 

１ 政務調査費執行に当たっての原則 

政務調査費の執行に当たっては、次に掲げる項目に留意のうえ、各会派

等の責任において、適切に取り扱うものとする。 

①  市政に関する調査研究目的であること。 

②  調査研究の必要性があること。 

③  調査研究に要した金額や態様等の妥当性があること。 

④  適正な手続きがなされていること。 

⑤  支出についての説明ができるよう書類等が整備されていること。 

４ 説明責任 

  政務調査費は、条例に基づき会派の代表者及び会派に所属しない議員に 

 よる議長への収支報告書の提出が義務付けられている。 

   また、調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるもので 

  あり、その使途は、調査研究活動のための経費として社会通念上妥当な金 

額の範囲において、会派又は会派に所属しない議員が自主性に基づき決定 

するものである。 

  このことから、会派及び会派に所属しない議員は、政務調査費の使途に 

 関して、透明性確保の観点から、市民への説明責任を果たさなければなら 

ない。 

     ５ 項目別充当指針 

     （３）資料作成費 

内   容 調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 

主な支出項目 資料作成代、調査委託料、謝礼、筆耕料、翻訳料、事務用品購入

代、備品購入・リース代等 

支出項目ごと 

の充当例等 

【調査の委託】 

◇充当できるもの 

・調査研究活動のために必要な資料等の作成に関する調査委託料

・市政に関する政策立案等のために行うコンサルタント委託料 

注）調査委託に際しては、以下の点に留意すること。 

 ・委託先の選定理由を明確にしておくこと 
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 ・委託内容の分かる契約を締結すること 

 ➥調査委託を行う場合には、あらかじめ調査委託届（要領第２

号様式）を提出すること。 

 ➥調査委託を行った場合には、支出書にその成果品を添付する

こと。なお、ページ数等の関係で添付が難しい場合には、成

果品は会派（議員）にて保管することとし、その際には、支

出書の摘要欄に「成果品は会派（議員）にて保管」と記載す

ること。 

【備品購入・リース代】 

◇充当できるもの 

・資料作成のために必要な備品の購入費、リース代 

注）適正な個数・台数、金額の範囲内で充当すること。 

  Ⅲ 会計処理 

２ 証拠書類の整備 

（１）領収書の留意点 

項   目 留 意 点 

日   付 ・日付が交付対象の期間内となっていること。 

・当該年度中に契約が履行されているもので、翌年度に支払がず

れ込んだものについては、収支報告書提出日（４月３０日）ま

での日付となっていること。 

発 行 者 

（支 払 先） 

・記名押印がされていること。 

収入印紙 ・原則として、消費税を除いて３万円以上の支出の場合、収入印

紙の貼付と消印の押印があること。 

   ３ 収入書及び支出書作成上の留意点 

（２）支出書（第８号様式） 

支出に当たっては、以下の留意事項に従い支出書を起票するものとす

る。 

ア 支出書起票に当たっての留意事項 

② 項目別の留意事項 

項   目 留 意 事 項 

資料作成費 「摘要」欄⑤ 

・資料を作成した場合で、ページ数等の関係により添付が難しい

場合には、「成果品は会派（議員）にて保管」と記載すること。

       イ 支出書に添付する書類 
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         領収書等の証拠書類以外に、次に掲げる書類を支出書に添付するも

のとする。 

   なお、これらの書類については、支出書に添付する規程第９条に規

定する「その他議長が必要と認める書類」とみなされることから、条

例第８条の規定により収支報告書に添付するものとする。 

項   目 添 付 す る 書 類 

資料作成費 ・資料を作成した場合は、その成果品（１部） 

 注）成果品のページ数等の関係から添付が難しい場合には、支

出書の摘要欄に「成果品は会派（議員）にて保管」と記載する。

イ 市民連合について 

（ア）市民連合の結成等について 

市民連合は、平成１９年５月１日に５人の議員を構成員として結成され、条

例施行規程第２条に規定する会派結成届が同日付けで議長に提出されている。 

また、平成２０年４月１日に経理責任者が変更したことによる会派変更届が

同日付けで議長に提出されている。 

所属議員５人のうち１人が神奈川ネットが公認している議員である。 

（イ）市民連合への政務調査費の支出について 

ａ 平成１９年度 

 平成１９年５月２８日に上半期分として２５０万円、同年１０月２９日に

下半期分として３００万円が支払われている。 

平成１９年度政務調査費収支決算書における決算額は５４４万２，５８５

円で、執行残額５万７，４１５円が市へ返還されている。 

ｂ 平成２０年度 

 平成２０年４月２８日に上半期分として３００万円、同年１０月２９日に

下半期分として３００万円が支払われている。 

 平成２０年度政務調査費収支報告書による支出額は６１３万６，４６１円

で、政務調査費の年間交付額（６００万円）を１３万６，４６１円上回って

いる。 

  なお、政務調査費の支出に係る財務執行の手続きは、他の会派分と併せて

執行されており、平成２０年度上半期分の支出命令（金額３，１２０万円）

は、金額が３，０００万円を超えていたため相模原市事務専決規程（平成 
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１９年相模原市訓令第８号）によれば、事務局長の決裁を採らなければなら

ないものであったが、これに反し課長決裁で処理されていた。 

（ウ）収支報告について 

政務調査費の収支報告書については、前年度の交付に係る政務調査費につ

いて毎年４月３０日までに議長が定める書類を添えて議長に提出することに

なっており、市民連合の平成１９年度政務調査費収支報告書は平成２０年４月

１７日に、平成２０年度政務調査費収支報告書は平成２１年４月３０日に、そ

れぞれ議長に提出されている。 

なお、議会では、平成２１年６月から平成２０年度交付分以降の収支報告書

及びその添付書類について公文書公開請求によらずに閲覧できることとし、市

議会ホームページへ会派別の執行状況を掲載している。 

ウ 領収書等の証拠書類の審査について 

  領収書等の証拠書類の添付義務化に伴い著しく増大した審査書類の審査体制

については、関係職員の陳述によれば、「従前は収支報告書の受理後約１月の間

に当該年度分のすべての審査をしていたが、平成１９年度の上期からは、事前に

予備審査を行いより充実した審査を行うこととした。また、審査に要する事務フ

ローを作成し、より的確な検収ができるよう取り組んだ。」とし、具体的には、

「領収書の適正性や支出と領収書の整合性、支出に当たっての使途基準及び政務

調査費マニュアルへの適合性等に基準を置き、書類確認や事実確認を行うととも

に、支出内容に疑義が生じた場合においては議員に確認をとっている。」として

いる。 

エ 調査委託届について  

条例取扱要領第４条第１項では、「会派が調査委託をする場合は、あらかじめ

議長に対し調査委託届を提出しなければならない」旨規定している。 

議会事務局から提出された資料によれば、平成１９年度の調査委託については、

あらかじめ調査委託届の提出があったが、平成２０年４月１日が契約日となって

いる平成２０年度の調査委託届については、市民連合から議長への提出が遅れ、

届出の報告の決裁が平成２０年９月３０日となっていた。 

遅れた理由については、関係職員の陳述によれば「支出書等の審査を半期ごと

に実施した際に、会派から支出書とともに調査委託届が提出された」とのことで

ある。 
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なお、２年連続して同一内容の調査委託を同一相手先に委託する場合でも、調

査委託届にはその旨の記載はなかった。 

オ かながわの水調査チームとの契約について 

  調査研究委託契約書の調査研究委託項目及び委託先は、２年連続して同一であ

るが、契約書には、継続した契約である旨の記載はなかった。 

（ア）委託先について  

かながわの水調査チームは任意団体であり、座長は神奈川ネット所属の前神 

奈川県議会議員である。調査チームのメンバーは、多くが神奈川ネットに所属

している議員で、岩本議員もメンバーの一員である。 

（イ）調査研究委託項目について 

  ａ 神奈川県の流域下水道の現状と課題の調査 

  ｂ 神奈川県の上水の現状と課題の調査 

  ｃ 神奈川県及び県内自治体へのヒアリング等の設定 

  （ウ）書類の不備について 

     平成１９年度契約に対する領収書のあて名に誤字があり、また、平成２０年

度契約書の会派の所在地の丁目に誤りがあった。 

（エ）成果品について 

  ａ 平成１９年度契約 

（契約期間Ｈ１９．１１．１～Ｈ２０．３．３１ 契約額３万円） 

    支出書に成果品は添付されていない。 

調査研究委託契約書の調査研究委託要件では、「調査研究結果については、

２００８年４月末までに報告書及び発行冊子等をもって行う」となっている

が、平成１９年度の調査研究結果について、報告書の形式を整えた成果品は

なかった。 

関係職員の陳述によれば、議会事務局では、平成１９年度の政務調査費の

支出の審査に当たり、本件調査が２年継続した調査であり、最終的な報告書

ができていないため、会議の記録やレジュメなどの資料を確認し調査の実態

があったとして支出している。 

    ｂ 平成２０年度契約 

（契約期間Ｈ２０．４．１～Ｈ２１．３．３１ 契約額５万円） 

      支出書に成果品は添付されておらず、「※成果品は会派にて保管」と記載
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されている。 

成果品は会派で保管しているが、成果品の活動記録欄や掲載されている各

種資料には、平成２１年４月以降の日付のものが数箇所あり、また、関係人

からの事情聴取においても、「平成２０年度末の時点で成果品は完成してお

らず、遅れて完成した」旨の説明があった。 

（オ）価格の妥当性について 

   調査チームには、神奈川ネット所属の議員が多くおり、請求人が提出した事

実証明書から他市の会派からも同様の委託があることが分かるが、調査全体に

かかった経費やどの団体からいくらの調査委託があったのか、関係人からの事

情聴取において明確な説明がなかった。 

そのため、本市以外の団体の委託金額を含めた調査に係る契約の全体額や経

費の内訳について資料の提出を求めたが、「契約金額に関する資料は、他団体

の情報となるため提出できない」との理由で、資料の提出がなかった。 

カ 化学物質過敏症支援センターとの契約について 

  調査研究委託契約書の調査研究委託内容及び委託先は、２年連続して同一であ

るが、契約書には、継続した契約である旨の記載はなかった。 

（ア）委託先について 

定款によれば、化学物質を主な原因とした体調不良者（化学物質過敏症等） 

の支援を行うとともに、化学物質に依存しない社会を形成するための諸活動を

行う特定非営利活動法人であり、調査研究も事業として行っている。 

（イ）調査研究委託内容について 

  ａ 化学物質過敏症をはじめとする環境疾患者の生活環境及び転地に関する

調査研究 

  ｂ 化学物質過敏症をはじめとする環境疾患者の実態に関する研究 

  ｃ 建築技術及び自治体の動向に関する研究 

  ｄ その他 

（ウ）成果品について 

  ａ 平成１９年度契約 

（契約期間Ｈ１９．６．１～Ｈ２０．３．３１ 契約額１０万円） 

    支出書に成果品は添付されていない。 

    成果品は会派で保管しており、成果品には、調査研究委託契約書の委託内
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容に相応した項目がある。 

    成果品の完成時期については、議会事務局から「収支報告書が提出され、

議会事務局が支出書を確認する際に、会派の経理責任者から年度内に完成し

ていることを口頭確認している」と文書回答があった。 

  ｂ 平成２０年度契約 

（契約期間Ｈ２０．４．１～Ｈ２１．３．３１ 契約額１０万円） 

    支出書に成果品は添付されておらず、「※成果品は会派にて保管」と記載

されている。 

    成果品は会派で保管しており、成果品には、委託内容にない「電磁波によ

る身体・健康調査に関する政策調査」の項目があるが、関係人からの事情聴

取及び補充回答書によると、化学物質過敏症と電磁波過敏症との関連性が報

告されていることから、委託内容の「化学物質過敏症をはじめとする環境疾

患者の実態に関する研究」として報告されている旨の説明があった。 

 成果品の完成時期については、議会事務局から「収支報告書が提出され、

議会事務局が支出書を確認する際に、会派の経理責任者から年度内に完成し

ていることを口頭確認している」と文書回答があった。 

キ 女性・市民信用組合設立準備会との契約について 

  （ア）委託先について 

規約によれば、神奈川県内の女性を中心とした小規模事業者、ワーカーズ・ 

コレクティブの人々、生活者・市民・勤労者その他協同事業体組織に対し、必

要な金融を行うことを目的とする信用組合を設立するために必要な準備を行

うことを目的とする任意団体であり、調査研究も事業として行っている。 

（イ）調査委託内容について 

  ・ 相模原市におけるコミュニティ・ファンドを活用した環境コミュニティ・

ビジネスの現状と課題 

（ウ）成果品について 

平成１９年度の契約（契約期間Ｈ１９．８．３１～Ｈ２０．３．３１ 契約 

額９万８，２００円）で、支出書に成果品が添付されている。 

   成果品には、「２００７年度あすの相模原を築く市民連合調査研究請負業務」

と記載され、標題は調査研究委託契約書の調査委託内容と一致している。 

   成果品の完成時期については、議会事務局から「収支報告書が提出され、議
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会事務局が支出書を確認する際に、会派の経理責任者から年度内に完成してい

ることを口頭確認している」と文書回答があった。 

  ク 調査委託結果の活用について 

  関係人からの事情聴取によれば、「調査委託結果については、本会議を始めと 

   した議会の場や様々な議会活動、行政との対応などの場面で十分反映することが 

   できた」としており、現に市議会会議録等の資料からその事実が確認できる。 

ケ 政務調査費に係る議長の調査権について  

条例第９条では、議長の調査権として「議長は、政務調査費の適正な運用を期

するため、収支報告書が提出されたときは、会派等に対して必要な調査をするこ

とができる。」旨規定し、条例取扱要領第８条では、「議長が調査する場合には、

会派等はこれに誠実に協力しなければならない。」と調査への協力義務を規定し

ている。 

関係職員の陳述によれば、「収支報告書及びその添付書類の審査に当たっては、

平成１９年５月２５日青森地方裁判所判決の「政務調査費の使途基準に合致する

かどうかを判断するに当たっては、各議員活動の自主性を尊重する観点から出来

る限り調査研究活動の内容に立ち入ることがないよう領収書等の記載事項を基

礎的な判断材料として、可能な限り一般的、外形的に判断するのが相当」とされ

ていることなどを踏まえ、領収書の適正性や支出と領収書の整合性、支出に当 

たっての使途基準及び政務調査費マニュアルへの適合性等に基準を置き、書類確

認や事実確認を行うとともに、支出内容に疑義が生じた場合においては議員に確

認をとり、現に修正してもらったものもある。」と述べている。 

コ 政務調査費の支出に係る市長の調査権について 

公金として、政務調査費を支出している市長に対しては、予算の執行の適正を

期するため、補助金等の交付を受けた者に対する調査をすることができる旨を法第

２２１条第２項で規定するほか、法第１３８条の２では、「条例及び法令、規則

その他の規程に基づく事務を自らの責任において誠実に管理し、及び執行する義

務を負う。」旨が規定されている。 

また、条例施行規程第１条には、市の補助金等に係る規定の適用があることを

前提として「補助金等規則に規定するもののほか、条例の施行について必要なも

のを定めるものとする。」旨が規定され、補助金等規則第１６条では、立入検査

等として、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、報
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告を求め、職員に帳簿書類等の検査、質問をさせることができることを規定して

いる。条例には、交付を受けた政務調査費の残余の返還義務規定（第１０条）が

あるものの、市長の返還請求権についての規定はないが、補助金等規則には、交

付決定の取消し（第１２条）や補助金等の返還（第１３条）についての規定があ

る。 

平成１９年４月２６日仙台高等裁判所判決（平成１９年１０月２６日最高裁判

所第二小法廷判決により上告棄却）においても、「政務調査費については、収支

報告書の提出、会計帳簿の調整、領収書等の整理保管が議員に義務付けられてい

ることからすると、議員が政務調査費として支出したものが本件使途基準等に照

らして適正なものであるか否かについては、公金たる政務調査費を交付する者の

審査を受けることが予定されているものといわざるを得ない。なるほど、本件条

例や本件規則には、市長の調査権限を定めた規定がないことは控訴人（注：弘前

市長）の主張するとおりであるが、公金を管理する者として、その公金の支出が

適正であったか否かを審査し得ることは当然である。また、会計帳簿の調整や領

収書等の整理保管を義務付けていることからすると、それらによって支出が適正

か否かを調査することは議員や議会の自律性を侵害するものとはいえない。」と

市長の調査権について記した上で、続けて「整理保管が義務付けられた領収書等

の資料に照らし、社会通念上市政に関する調査研究に資する適正な支出と認める

ことができない支出や政務調査活動に必要な支出をしたことを裏付ける資料が

ない支出がある以上、控訴人が不当利得返還請求をしないことは違法な懈怠に当

たるものというべきである。」としている。 

サ 議長及び市長の権限に係る事務局職員の補助執行について 

  議会事務局は、法第１３８条の規定に基づき設置され、相模原市議会事務局の

組織等に関する規程（昭和３９年相模原市議会告示第１号）第１条（目的）では、

「法に基づき、議長の権限に属する事務を処理するため、議会事務局の組織、事

務分掌等について必要な事項を定めるものとする。」旨が規定されている。 

  また、同規程第５条（職務）第１項では、「事務局長は、議長の命を受け、事

務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。」と規定し、同条第２項以下で、

参事、課長等の職員の職務についても、上司の命を受ける旨を規定している。 

  これらの規定に基づき、議会事務局及びその職員は､議長の権限を補助執行し

ている。 
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  一方、法第１４９条では、「普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を

担任する。」と、同条第２号では、「予算を調製し、及びこれを執行すること。」

と規定し、予算執行権限が市長の担任事務であることが明記されている。 

  このことから、議会事務局各課の事務分掌に位置付けられた「予算及びその経

理に関すること。」の執行は、事務局長以下の管理職職員が相模原市事務職員に

併任されており、当該職員が市長の権限を補助執行しているものである。 

（５）監査委員の判断  

ア 委託先について 

（ア）委託先の適格性について 

   請求人が陳述後に提出した意見書において、化学物質過敏症支援センターや 

女性・市民信用組合設立準備会について、「委託先は、調査研究を委託する性 

格のところではない」旨主張しているが、それぞれの定款及び規約において「調 

査研究」を事業として行っていることや、関係人が補充回答書において、「調 

査委託者の意図を充分理解してもらえる団体は他に把握できなかった」旨回答 

していることを勘案すると、かながわの水調査チームを含めた３つの委託先団 

体がそれぞれ委託先として適切でないとまでは言えない。 

（イ）神奈川ネットとの関係について 

   委託先の団体の代表者が神奈川ネットの関係者であることや、委託先の所在

地が神奈川ネットの所在地と同一のビル内にあることのみをもって、委託先の 

団体が神奈川ネットの１部門と断定することはできない。 

   かながわの水調査チームについては、関係人からの事情聴取では、「神奈川

ネットの政党活動とは別個の団体で、会計も別である」と説明しているが、そ

のことを判断できる資料の提出はなく、メンバーに神奈川ネット所属の議員が

多く含まれていることから、神奈川ネットとの関係が深いことは否定できない。 

このことをさらに調査するには、委託先等への調査が必要であるが、法第 

１９９条第８項の関係人の調査等に係る監査委員の調査権は、法第１００条に

規定する議会の調査権等と異なり強制力がなく、あくまでも任意での協力が前

提であり、他方、後記キの（ウ）及び（オ）で述べる理由により、かながわの

水調査チームへの委託については、法第２０８条、条例、条例施行規程等に定

める手続きに反し、政務調査費の支出は認められないと思料することから、こ

れ以上の調査ができないことはやむを得ないと判断するものである。 
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イ 領収書等の書式が不自然との主張について 

  契約書や領収書に一部誤字があったことが認められるが、関係人からの事情聴

取では、「領収書のあて名に誤りがあった場合は相手方に修正を求めているが、

特に今回は会派の変更があったため、領収書の誤りが結構多い」旨の説明があり、

事務的な確認漏れと思われる。 

  請求人は陳述において、「異なる相手方の領収書の筆跡が同一である」と主張

しているが、同一人物の筆跡であるかどうかの確認はできなかった。 

  ウ 寄付の主張について  

  平成１９年度単年度で見たときのかながわの水調査チームに対する委託契約

に対する成果品の存在は確認できなかったものの平成１９・２０年度の２年で見

れば最終的には成果品の存在が確認でき、その他の調査委託については、成果品

の存在が確認できたことから、委託金額が反対給付のない一方的な金銭等の支払

いである「寄付」とは言えない。 

しかしながら、新マニュアルの中で「政務調査費の使途は、調査研究活動のた

めの経費として社会通念上妥当な金額の範囲において、会派又は会派に所属しな

い議員が自主性に基づき決定するものである」と記載しているように、委託金額

が社会通念上妥当と言えない場合、当該妥当と言えない金額の限度で、寄付と解

する余地がある。 

女性・市民信用組合設立準備会への委託については、関係人から委託契約時の

経費積算内訳書の提出があり、その内容は社会通念上妥当ではないとは言えない。 

 かながわの水調査チームへの委託については、補充回答書において委託料の内

訳の記載はあるものの当該内訳に係る金額の記載がなく、化学物質過敏症支援セ

ンターへの委託については経費内訳書の提出がない。しかし、これらの委託契約

における委託金額が直ちに社会通念上妥当ではないとする判断材料がないこと

から、委託金額が委託先への寄付であるとの請求人の主張を採用することはでき

ない。 

エ 調査委託と市政調査との関係が不明との点について 

  関係職員が陳述で引用している平成２１年１２月１７日最高裁判所第一小  

法廷判決は、「政務調査費条例等に、会派が個々の支出に係る政務調査活動の目

的や内容等を監査委員を含め執行機関に具体的に報告しなければならないこと

を定めた条項が見当たらないことの趣旨は、政務調査費は議会の執行機関に対す
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る監視の機能を果たすための政務調査活動に充てられることも多いと考えられ

るところ、執行機関と議会ないしこれを構成する議員又は会派との抑制と均衡の

理念にかんがみ、議会において独立性を有する団体として自主的に活動すべき会

派の性質及び役割を前提として、政務調査費の適正な使用についての各会派の自

律を促すとともに、政務調査活動に対する執行機関や他の会派からの干渉を防止

しようとするところにある」旨判示し、「政務調査費条例は、政務調査費の支出

に使途制限違反があることが収支報告書等の記載から明らかにうかがわれるよ

うな場合を除き、監査委員を含め執行機関が、政務調査活動の具体的な目的や内

容等に立ち入ってその使途制限適合性を審査することを予定していないと解さ

れる」と判示しているが、本件監査対象の調査委託や調査結果報告書の内容が市

政に関する調査研究のためのものではなく、政務調査費の使途基準に反するもの

であることが明らかであると判断できるものはなかった。 

オ 調査委託の共同実施について 

かながわの水調査チームへの委託については、請求人が本件会派以外からも同

一内容の調査委託があることを事実証明書添付の上主張していることや、同チー

ムのメンバー構成から他の団体からも同様の委託があることが推測できる。 

政務調査費マニュアルには、新旧両版とも調査委託を他の団体と共同で実施す

ることについての記載がないが、調査委託の共同実施自体は、否定すべきことで

はないと考える。 

ただし、その場合、会派には共同実施の必要性や負担割合等に基づく金額の妥

当性について説明責任があると思料する。共同実施の必要性については、関係人

からの事情聴取において説明があったが、負担割合等に基づく金額の妥当性につ

いては明確な説明がなく、関係人に本市以外の団体の委託金額を含めた調査に係

る契約の全体額や経費の内訳について資料の提出を求めたが、「契約金額に関す

る資料は、他団体の情報となるため提出できない」との理由で、資料の提出がな

かったため、負担割合等に基づく金額の妥当性については判断することができな

い。 

  カ ２年連続した同一内容・同一相手先の調査委託について 

  議員の４年任期の中で、継続して同一テーマで調査研究を実施することは有り

得ることで、調査研究の方法を調査委託として外部に委託する際に、同一の委託

先を選択することが不合理であるとは言えないが、条例第１０条で政務調査費の
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残余の返還義務を規定していることから、政務調査費の支出に当たっては、執行

残額を翌年度へ繰り越して支出することはできず、年度ごとの精算義務がある。 

  政務調査費マニュアルにおいても、新旧両版とも継続した調査委託を想定した

記載がなく、資料作成費として調査委託を実施した場合は、単年度の調査委託が

あったときと同様に、政務調査費の充当が適切かどうかの判断は、単年度ごとの

成果品の有無で判断するものと思料する。 

キ 成果品の確認について 

（ア）調査研究成果の報告について 

   関係人からの事情聴取や補充回答書によれば、「調査研究成果の報告は個人

情報の関係、写真データの版権等の関係から、情報の質によっては文書にでき

ないものがあるため、報告書としての形式にはこだわらず、口頭やファクスで

のメモ書きのときもある」旨の考え方を示しており、また、関係職員や関係人

は、政務調査費マニュアルには、新旧両版とも資料作成費の項目に、「資料を

作成した場合にはその成果品を支出書に添付する」とあることから、資料を作

成しない調査委託も有り得る見解を示している。しかし、新マニュアルの項目

別充当指針の資料作成費の項目では、「調査委託を行った場合には、支出書に

その成果品を添付すること。」との記載があり、調査委託を行った場合には必

ず成果品があることが前提となっている。 

   そもそも、条例施行規程別表の使途基準に規定する資料作成費の内容は、調

査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費となっていることから、資

料の作成を前提としており、調査委託を行った場合には、法第２０８条の会計

年度独立の原則や条例及び条例施行規程等に定められた手続き上、年度内に成

果品の提出がなければならないと思料する。 

（イ）調査委託の法的性質について 

民法（明治２９年法律第８９号）上も委託は民法第６３２条の請負に該当し、

「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事

の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ず

る。」ことから、仕事の完成すなわち成果品の提出をもって契約目的が達する

ものであり、仕事を完成させなければ、既に支払った請負代金の返還など債務

不履行責任を負うものと解する。 

（ウ）平成１９年度のかながわの水調査チームに対する委託について 
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  平成１９年度の委託契約に対する成果品が存在していないことについては、

関係人からの事情聴取において、「調査委託の成果は、成果品という形で報告

書やペーパーにまとまったものだけとは考えていないため、調査委託した相手

との協議やヒアリングで情報が得られた段階で支払いをしている」との説明が

あり、関係職員の陳述や関係人からの事情聴取において、「平成１９年度末の

段階では調査報告書はできていなかったため、平成１９年度中の会議記録と調

査実態をまとめた復命書的なもので、議会事務局において調査の実態があった

ことを確認した」旨の説明があった。 

しかし、これらの調査実態を確認したとする資料は、調査チームの一員とし

て参加している議員個人の資料と考えられ、委託契約に基づき委託先から提出

があった成果品と認めることはできない。平成１９年度の調査研究委託契約書

において、「調査研究結果については、２００８年４月末までに報告書及び発

行冊子等をもって行う。」としている点や、成果品は条例第８条及び条例施行

規程第９条の規定に基づき「収支報告書に添付する支出書」に添付する「その

他議長が必要と認める書類」とみなされることからも、成果品の存在が確認で

きないのであれば、会議記録等で調査の実態を確認していたとしても議会事務

局は、平成１９年度のかながわの水調査チームに対する調査委託に対して資料

作成費として政務調査費の支出を認めるべきではなかった。 

（エ）平成２０年度のかながわの水調査チームに対する委託について 

平成２０年度の委託契約に対する成果品については、会派で保管されていた

ものの、成果品の活動記録欄や掲載されている各種資料に平成２１年４月以降

の日付のものが数箇所あるほか、関係人からの事情聴取での「成果品は平成 

２１年３月３１日までに提出されなかった」旨の発言から成果品の完成は、年

度をまたいだ平成２１年４月１日以降であることが明らかと認められる。 

このことから、かながわの水調査チームに対する委託については、実質的に

は平成１９年度から平成２１年度にかけての３箇年の継続した調査委託で 

あったと言える。 

（オ）年度をまたいだ政務調査費の支出について 

平成２０年１２月２５日東京高等裁判所判決において「地方自治法において 

も、普通地方公共団体の財政は適正な財政の確保の観点から会計年度独立の原

則（単年度主義）が採られ（同法２０８条）、被告（注：目黒区長）における
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歳出も同原則の適用を受けることを併せ考えると、これらの関係法令の規定及

びその趣旨によれば、会派又は議員が当該年度において交付を受けた政務調査

費は、当該年度内に現に当該年度の政務調査活動に必要な費用として使用され

るべきことが所与の前提とされており、当該年度内に当該年度の政務調査活動

の費用として使用されなかった分は、同条例に従い被告に返還すべきものと解

するのが相当」とし、「ある広報紙の印刷費用が、社会通念上、当該年度内に

行われた広報活動に要した費用に含まれると認められるためには、少なくとも、

広報紙として印刷されるべき文面の内容が当該年度内に確定され、その確定さ

れた内容の文面での印刷を了している必要があるというべきであり、次年度に

入ってから文面の内容を確定して印刷した広報紙を次年度に配布した場合に

は、当該広報紙の印刷費用は、仮に当該年度内に前払がされていたとしても、

次年度の政務調査活動の費用として、次年度の政務調査費の要返還額から控除

されるにとどまり、当該年度の要返還額から控除されるものではなく、当該年

度の政務調査費をもって当該印刷費用に充てた場合には、当該費用の支出額は、

政務調査費条例に従い、返還を要するものと解するのが相当である」旨判示し

た原審（平成２０年７月２５日東京地方裁判所判決）の判断を認めている。 

 そうすると、条例第１０条で「その年度において交付を受けた政務調査費の

総額から、会派及び会派に所属しない議員がその年度において市政の調査研究

に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該

残余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない。」と規定して

いることから、成果品の完成が年度をまたいだ翌年度となった平成２０年度の

かながわの水調査チームに対する調査委託についても資料作成費として政務

調査費の支出を認めるべきではなかった。 

 

ク 結論 

これまで述べてきたとおり、「市民連合の政務調査費の支出が神奈川ネットへ

の寄付に当たる」との請求人の主張には理由がない。しかしながら、平成１９年

度のかながわの水調査チームに対する調査委託については委託に対する成果品

が存在しないことから、また、平成２０年度の同チームに対する調査委託につい

ては当該年度内に成果品が完成していないことから、それぞれに法第２０８条、

条例、条例施行規程等に定める手続き違反があると認め、資料作成費として平成
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１９年度及び平成２０年度の政務調査費を支出することは違法な支出に当たり、

当該違法な支出に関する点において、請求人の主張には理由があるものと認めら

れる。 

よって、監査委員としては、前述の（４）の事実関係の確認や（５）監査委員

の判断のアからキまでに記した事情を考慮の上、法第２４２条第４項の規定に基

づき、財務執行権者である市長に対して、次の措置を講じることを勧告する。 

（ア）措置すべき事項 

市民連合の平成１９年度分及び平成２０年度分のかながわの水調査チーム

に支出した資料作成費において、法第２０８条、条例、条例施行規程等に定め

る手続き違反があり政務調査費の違法な支出として認められる８万円につい

て、返還請求等の必要な措置を講じること。 

なお、必要な措置を講じるに当たっては、あらかじめ、自主的な収支報告書

の修正及び修正後の収支報告書に基づく残額の返還の機会を与えられたい。 

（イ）措置期限 

平成２２年３月２５日  

（６）意見 

本件請求における監査委員の判断は、以上のとおりであるが、本市の政務調査費

の使途基準の項目「資料作成費」における調査委託料の支出において、今回監査対

象とした調査委託５件中２件について、成果品が作成されないまま支出されていた

り、年度内に成果品が完成しないまま支出されているなど成果品の確認行為に不適

切な取扱いが認められた。 

このため、議長及び市長は、他の会派又は議員に交付した分も含めて条例改正に

より収支報告書への領収書等の証拠書類の添付が義務付けられた平成１９年度及

び平成２０年度の資料作成費を調査委託料として執行した場合の成果品の有無及

び提出時期について検証することが必要であると考える。 

また、政務調査費については、原則として法第２０８条の会計年度独立の原則の

適用があり、当該年度中に契約（調査委託契約等）の履行が完了したときに当該年

度の政務調査費を充当できることを政務調査費マニュアルに明記するなどの周知

徹底を図る必要がある。 

（７）要望 

   政務調査費については、平成１９年３月に政務調査費マニュアルを策定し、同年
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５月以後に交付する政務調査費については収支報告書への領収書等の証拠書類の

添付を義務付け、さらに平成２１年４月には政務調査費マニュアルを改訂し、同年

６月からは収支報告書の閲覧やホームページへ政務調査費の執行状況の掲載を開

始するなど、市議会において政務調査費の透明性の向上に取り組んでいることは認

めるところであるが、平成１９年度の政務調査費に係る住民監査請求を受けて、監

査委員として議長、市長、会派の代表者及び経理責任者に対し改善等を要望したに

もかかわらず、その徹底が図られず今回の監査において、政務調査費の執行額の適

否に係る調査・検収や事務の取扱いが適切とは言えない事例があったことは、甚だ

遺憾とするところである。 

そこで、監査委員として、今回の監査を通じて、検討すべき課題があると思料す

るので、政務調査費のより適切な使用の確保を図るため、次のとおり改善等を要望

するものである。 

ア 議長に対する要望 

（ア）政務調査費の取扱いについて定めのない以下の事項について、今後、本件住 

民監査請求と同様の疑念が起こらないようにする観点から、より一層の明確化

を図り、必要に応じて条例等の見直しや整理を図られたい。 

  ・ 年度をまたいで継続した調査委託を実施する場合の政務調査費充当の考え 

 方 

・ 関係団体等への委託や関係団体等と共同調査を実施する場合の政務調査 

 費充当の考え方 

  ・ 議員自らが委託調査に参加する場合の政務調査費充当の考え方 

（イ）政務調査費の支出について、全国的に起きている政務調査費関連の判例や他 

自治体の事例を調査した上で整理し、市民からの批判を受けることのないよう

政務調査費全般にわたって検証し、政務調査費マニュアルで定めているように、

政務調査費の使途について、透明性確保の観点から、市民への説明責任を果た

すとともに再びこのようなことがないように審査の厳格化を図られたい。 

イ 市長に対する要望 

資料作成費の支出については、議員の自立性を損なわないよう政務調査の内容

までは審査できないとしても、成果品があること、成果品が年度内に完成し年度

内に提出されていること及び契約書に定める項目と成果品が合致していること

について具体的な審査を実施されたい。 
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また、政務調査費の支出における決裁区分の誤りがあったことから、財務会計

行為の執行におけるチェック体制を確立されたい。 

ウ 会派及び議員に対する要望 

今回の監査における関係人の調査の実施に際して、法第１９９条第８項の規定

に基づき関係資料の提出を任意で求めたところ、監査委員の監査に資する十分な

資料の提出がなかった。今後の政務調査費の執行に当たっては、各会派及び議員

は、市民への説明責任を果たす観点から、その使途や支出の合法性及び妥当性に

ついての透明性を十分確保されたい。 

 


